
エリアマネジメントをめぐる最近の動向と
二子玉川エリアマネジメンツへの期待

保井美樹



エリアマネジメントの起源は
民間主導の「まちづくり」

過去の二子玉川エリマネシンポのふりかえり



事業開発へと進む自治会、地域との連携を求める様々な地域まちづくり団体。
これを緩やかに包含するのが、理想的な「エリアマネジメント」の姿。

活動分類 自治活動 生活支援活動 テーマ型まちづくり事
業

具体的な活動例 祭礼、行事、冠婚葬
祭、防災・防犯等

見守り、子育て支援
等

コミュニティカフェ、物
産開発、物販等

自治会・町内会の活動

テーマ型まちづくり団体の活動

地域課題への対応・実行力 低 高

住民の声としての機能 高 低

自治会や他のテーマ型地域づくり団体との関係は？



エリアマネジメントは、都市に新しい
“パブリック”を創造する実践です。

2016年2月 二子玉川エリアマネジメントシンポジウム資料より



運動型

点

面

参加 協働 自立

委託型

起業型（まちづくり
会社、NPO等）

住民・地権者主導型（自治会、
まちづくり協議会）

住民
参加
型

参加→協働→自立へ

点→面
へ

地縁と起業的要素を生かした、新たな自立型面的公民連携

エリアマネジメント



地域ぐるみで取り組む組織づくりは、近年の政策トレンド

商業活性化

中心市街地活性
化協議会（含: 

TMO）

福祉

地域ケア会議

暮らし支援

地域運営組織、
地域自治組織

都市づくり、公共空間活用等

エリアマネジメント、
まちづくり会社

教育

コミュニティスクール
・学校協議会

防災

地域防災組織



都市分野＞民間まちづくりパートナーとの連携方策の模索
が本格化
⚫ 人口減少時代のまち

づくりは、開発だけで
なく、ストックを活用し
てコンテンツを充実さ
せることが重要。

⚫ 様々なスキル、ノウハ
ウのコーディネーション
が必須。



地域のまちづくりの担い手を認定する政策
-都市再生推進法人

都市再生推進法人とは、
都市再生特別措置法に
基づき、地域のまちづくりを
担う法人として、市町村が
指定するものです。市町
村は、まちづくりの新たな担
い手として行政の補完的
機能を担いうる団体を指
定できます。

出典：国土交通省HP



行政の役割を補完する
「民間のまちづくり」とはどういうことか？

税の徴収と再配分による、
公平平等な市民サービスの提供
安心安全で持続可能なまちづくり

よりきめ細かいまちづくり
（特定層、地区向けの

サービス提供など） 稼ぐまちづくり
（街への投資、
街に経済循環
を生む事業）

財源の制約や役割の限界から、行政ができないことや苦手なことを民間で行う



期待される
パブリックスペース＆エリアを連携させ、収益をあげるまちづくり事業

カフェ等事業
の収益還元 収益イベント

広告掲示、
wifi広告等の

収入

ネーミングライツ

活動への寄付
（サポーター）

エリマネ負担
金

将 来パブリックスペースマネジメント
で生まれる収益還元

関連活動から生み出せるかも
しれない収益（情報メディア、
社会関係系）

カフェ等事業
の収益還元



稼いで地域の様々な課題解決に還元する

商業活性化

地域福祉

暮らしをめぐる
課題解決エリアマネジメント

子育て・教育 防災



エリマネのみならず、官民連携スキームが進化中
完全民間
事業

規制緩和に
よる民間事
業

容積率緩
和、公共空
間等の占用
特例等

民間主導
型の公共
的事業

公有資産
の賃貸借、
コンセッショ
ン

パートナー
シップ連携

PFI(DOT
）、収益事
業還元型管
理、まちづく
り会社

官主導型
民間連携

PFI(DTO
）、予算消
化型指定管
理者、委託
事業

半官事業

第三セク
ター等による
予算消化型
事業

純粋公共
事業

純粋公共事
業

半官事業 官主導型民
間連携

PPP型公共
サービス

公共資産活用
型民間事業

規制緩和 完全民間事
業

事業空
間所有

官 官 官 官民 官民 官民 民

事業運
営

官 ほぼ官 民 民 民 民 民

”稼いでまちに還元する”
連携事業を創出する



Park-PFI
事業収益で公園運営
例：HARENO GARDEN 福岡市
2019年オープン

20年間の収益還元による公園運営

r

コンセッション
一棟貸しの町家ホテルをコンセッション(PFI法)で
運営 津山市
2019年事業者選定
2020年10月オープン予定

出典：日経BP社「新・公民連携最前線」
https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/PPP/434167/072300114/?P=5



スタジアム（アリーナ）から始まる
地域スポーツの拠点づくり

20年間の収益還元による公園運営

r

廃校、廃船、ローカル線、閉店した
デパートを使って、市民ボランティア
が活躍する、木育と遊びの拠点

地域に開いた拠点施設の運営



開発連動エリマネ
商業施設内のコミュニティ拠点で、NPOや市民
の連携によって事業展開
例：岡山市ハッシュタグ（ブランチ北長瀬内
2019オープン）

20年間の収益還元による公園運営

r

SIB（ソーシャルインパクト
メントボンド）
左の拠点も含めつつ、岡山NPOセンターが取
り組む官民連携による健康づくりの取り組み
（2019年度 おかやまケンコー大作戦）

出典：日経BP社「新・公民連携最前線」
https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/PPP/434167/072300114/?P=5



民間事業者

行政
⚫公共空間で市民の活動が活性化する方策を検討

（認定、助成、協働、ネットワーキング等）
⚫公共空間で収益事業が進み、地域に還元される方策を検討

（都市再生推進法人、Park-PFI、指定管理者、設置管理許可等）

⚫この街でどう暮らしたいのか、そのた
めに自分は何ができるのかを考える
文化の醸成

⚫事業者と連携する準備（何を期
待するのか、どうまちの課題とつなぎ、
一緒に取り組むか）

市民

⚫収益活動でビジネス実施
⚫上記からの還元、さらにエリマネを

通じて、地域の価値を上げるため
の事業を企画実施する。

エリアの将
来ビジョン

エリアの暮ら
しをよくする
（非営
利）活動

エリアビジョンと事業実施に向けた役割分担



この1年間で加わったエリアマネジメント関連施策（歩行者空間）
項目 新たな制度 主な内容
都市再生特別
措置法改正
(2020)

「居心地が良く
歩きたくなる」
まちづくり支援
制度

「居心地が良く歩きたくなる」まちづくりに取り組む区域を設
定し、以下の取組を推進
◆ 官民一体で取り組む「居心地が良く歩きたくなる」空間の創
出（公共による車道の一部広場化と民間によるオープンス
ペース提供等）※予算・税制両面から支援

◆まちなかエリアにおける駐車場出入口規制等の導入（メイン
ストリート側ではなく裏道側に駐車場の出入口を設置

◆イベント実施時などにまちづくり会社等の都市再生推進法人
が道路・公園の占用手続等を一括して対応等

道路法改正
(2020)

歩行者利便増進
道路制度

指定道路では、歩行者が安心・快適に通行・滞留できる空間を
整備（新たな道路構造基準を適用）
◆指定道路の特別な区域内では、
・購買施設や広告塔等の占用の基準を緩和
・公募占用制度により最長20年の占用が可能
◆無電柱化に対する国と地方公共団体による無利子貸付け（※
予算関連）



この1年間で加わったエリアマネジメント関連施策（歩行者空間）
項目 新たな制度 主な内容
都市再生特別
措置法改正
(2020)

「居心地が良く
歩きたくなる」
まちづくり支援
制度

「居心地が良く歩きたくなる」まちづくりに取り組む区域を設
定し、以下の取組を推進
◆ 官民一体で取り組む「居心地が良く歩きたくなる」空間の創
出（公共による車道の一部広場化と民間によるオープンス
ペース提供等）※予算・税制両面から支援

◆まちなかエリアにおける駐車場出入口規制等の導入（メイン
ストリート側ではなく裏道側に駐車場の出入口を設置

◆イベント実施時などにまちづくり会社等の都市再生推進法人
が道路・公園の占用手続等を一括して対応等

道路法改正
(2020)

歩行者利便増進
道路制度

指定道路では、歩行者が安心・快適に通行・滞留できる空間を
整備（新たな道路構造基準を適用）
◆指定道路の特別な区域内では、
・購買施設や広告塔等の占用の基準を緩和
・公募占用制度により最長20年の占用が可能
◆無電柱化に対する国と地方公共団体による無利子貸付け（※
予算関連）



この1年間で加わったエリアマネジメント関連施策（住宅地関係）
項目 新たな制度 主な内容
地域再生法改
正(2020.1)

「地域住宅団地
再生事業」

市町村が事業計画を作成して国土交通大臣の承認を得られれば、
用途規制の緩和やコミュニティーバスの導入、有料老人ホームの
設置などに必要な複数の手続きを省略できる。手続きをワンス
トップ化して住宅団地の再生を図り、「職住育近接」のまちづく
りを促進する。住居専用地域にある空き家をシェアオフィスや福
祉施設、生活利便施設などに転用することが容易になる。

都市再生特別
措置法改正
(2020.2)

「安心なまちづ
くり・居住エリ
アの環境向上」

安全なまちづくり
［１］災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制、移転の促進
［２］居住エリアの安全確保ー居住誘導区域から災害レッドゾー
ンを原則除外、市町村による居住誘導区域内の防災対策を盛り込
んだ「防災指針」の作成

居住エリアの環境向上
１） 居住誘導区域内における病院・店舗など日常生活に必要な
施設について用途・容積率制限を緩和
２） 居住誘導区域内における都市計画施設の改修



いきなりエリアマネジメントの組織づくりはハードルが高い⁉︎
（組織アプローチの限界）

まずは、まちの中の対話と、主体的に住まうまちを作り出す
「活動」の支援から始める。
（戦術的アプローチ:Tactical Urbanism）

その舞台が、パブリックなスペース

エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
向
け
た
準
備



まちに「あるもの」で「ないこと」を作り出そうとする市民
の姿がいたるところで見られる

エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
向
け
た
準
備



都市にある”もの”

たくさんのひと
仕事
建物

インフラ（道、港、
公共施設・・）、

等

都市にない”こと”

コミュニティ
ゆとり、健康
安心安全

地域に根ざした仕事
ローカルな価値
多様性の尊重
ロマンチック 等

エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
向
け
た
準
備



Space

Place

＊単なる空間ではなく、その街と市民にとって意味のある特別な場
所にすること

エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
向
け
た
準
備



ひとの健康、福祉、幸福を追求するパブリックな「場」を計画し、デザインし、
マネージするための分野横断的なアプローチ

プレイスメイキングという考え方

誰でも、小さなチームでも、いつでも、どこでも
始められる。

出典：https://tamariba.amebaownd.com

エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
向
け
た
準
備



プレイスメイキングの意義

空き店舗が地域運営の拠点に

水辺で日常を豊かに

1.暮らしのまちへ
ひと中心の空間づくりを可視化でき
る。

2. 愛着のあるまちへ
一緒につくるプロセス、ひとが生き生
き過ごす姿により、人々に愛される
街をつくることができる。

3. イノベーションを起こすまちへ
実験的な活動がさらにアイデアを海
、街の価値向上につながることが期
待される。

公園を市民の舞台に

道路がスポーツの発信場所に

エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
向
け
た
準
備



心を動かす場を、
それを使いたい人とともに作り出し、共感を広げる

（アクション・ファースト）

どんなまちがほしいのかを考えるきっかけにする
（ビジョン・ファースト）

エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
向
け
た
準
備



計画
策定

管理

施工設計
基本的
考え方

運営

それぞれの段階で公募、発注有識者
会議

住民説明会
ワークショップ

運営というコン
セプトは乏しい

マネジメントビジョニング

・ビジョンから運営までを統合して検討
・まず、運営の視点から構想すること

本格的に、都市づくりを
「つくってつかう」から、「つかってつくる」へ変えていく

エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
本
格
化



あああ

「つかってみる」を通じて運営を考え、そのあとに「つくる」、そし
て本格的な「そだてる」仕組みへ

民間・市民の主体性を
育むことを先行させ、そ
れと伴走する事業者の
募集や組成を進める。

開発・リノベーションを
通じてエリアマネジメン
トへと進展

プレイスメイキングから
始まるビジョニング

施工計画運営の検討 設計構想

・社会実験等で使ってみる
・（潜在的な）使い手の
存在や可能性を確かめる
（調査検証）

→整備と運営を一体化すること、拠点とエリアを連動させること

・使い手と一
緒に考える

・エリアの経済と連携
するデザインと運営を
計画する

エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
本
格
化

・新たな開発ととも
に、エリアマネジメン
トが始まる。



空間 ひとここしかない
「場」を生み出す

エリアマネジメントの「場」創出機能



空間

河川敷
道路

公園 等

ひと

住民(多世代)
事業者

クリエイター 等

ここしかない「場」

集い→交流、
創発、解決、感動

二子玉川モデルへの期待

今後：集いの効果は何か？（仮説）、効果測定→改善
愛着、参加、イノベーション？


